
 

 
 

岩手県医療局管理規程第５号 

 医療局代決専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月31日 

岩手県医療局長 小 原   勝  

   医療局代決専決規程の一部を改正する規程 

 医療局代決専決規程（昭和35年岩手県医療局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （担当課長等共通専決事項）  （担当課長等共通専決事項） 

第７条の３ 本庁の担当課長及び特命課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

第７条の３ 本庁の担当課長及び特命課長の専決できる事項は

、次のとおりとする。 

(１)～(10) ［略］ (１)～(10) ［略］ 

(11) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。 (11) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

(12) ［略］ (12) ［略］ 

 （室長、総括課長及び担当課長等の専決事項）  （室長、総括課長及び担当課長等の専決事項） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 職員課の分掌事務につき、総括課長及び担当課長の専決で

きる事項は、次のとおりとする。 

２ 職員課の分掌事務につき、総括課長及び担当課長の専決で

きる事項は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 人事研修担当課長専決事項  人事研修担当課長専決事項 

(１)～(３) ［略］ (１)～(３) ［略］ 

 (４) 職員の高齢者部分休業の承認に関すること。 

(４) ［略］ (５) ［略］ 

(５) ［略］ (６) ［略］ 

(６) ［略］ (７) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 業務支援課の分掌事務につき、総括課長及び担当課長の専

決できる事項は、次のとおりとする。 

４ 業務支援課の分掌事務につき、総括課長及び担当課長の専

決できる事項は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項 

 (１)～(４) ［略］ 

 総括課長専決事項 

 (１)～(４) ［略］ 

  業務担当課長専決事項 

   医療器械、備品、車両及び放射性同位元素の評価に関する

こと。 

 支援担当課長専決事項  支援担当課長専決事項 

(１) 医療器械、備品、車両及び放射性同位元素の評価に関

すること。 

 

(２) ［略］  ［略］ 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （病院の長の専決事項）  （病院の長の専決事項） 

第９条 病院の長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとす 第９条 病院の長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとす



 

 
 

る。ただし、組織規程第４条第25項第24号の表の右欄に掲げ

る病院の長にあっては、第７号に掲げるものを除く。 

る。ただし、組織規程第４条第25項第24号の表の右欄に掲げ

る病院の長にあっては、第７号に掲げるものを除く。 

(１)～(９) ［略］ (１)～(９) ［略］ 

(10) 個人情報の開示、訂正及び削除の決定に関すること。 (10) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定並びに

死者に関する情報の開示及び訂正の決定に関すること。 

(11) ［略］ (11) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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